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「建設廃棄物の適正処理に係る講習会」の開催について 

 
晩秋の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
さて、環境省では平成23年４月１日に改正廃棄物処理法が施行されました。  

このことにより、標記について講習会を開催いたします。 
お忙しい中恐縮ですが、貴管下会員へ案内方よろしくお願いします。 

 なお、参加ご希望の方は、申込み受付開始日（平成 24 年 11 月 7 日（水）    

8 時 30 分）にご注意いただき、別紙申込書に記入の上、FAX（0776-27-3003）
でお申込み下さいますようお願いいたします。 

 
記 

 
１．日 時  平成 24 年 11 月 22 日（木） 13：30～16：30 
２．場 所  福井県建設会館 4 階大会議室 
３．内 容  第 1 部 建設廃棄物の適正処理について 

      第 2 部 改正土壌汚染対策法について(平成 22 年 4 月 1 日施工) 
     ※詳細については別添、次第をご覧下さい。 

４．定 員  最大 120 名（現場担当者も含め、各社 1～2 名程度とする。） 
      ※定員になり次第、締め切らせていただきます事をご了承下さい。 
５．会 費  無 料 
６．主 催 （社）福井県建設業連合会 

共 催  福井県土木施工管理技士会 
建設六団体副産物対策協議会、 
建設マニフェスト販売センター 

７．備 考  当講習会は CPDS（3 ユニット）認定講習会です。 

 

 



『建設廃棄物の適正処理に係る講習会』 

次 第 

 

開 催 日： 平成２４年 11 月 22 日（木） 

場    所： 福井県建設会館 

主    催： 社団法人福井県建設業連合会  

共    催： 福井県土木施工管理技士会 

建設六団体副産物対策協議会 

建設マニフェスト販売センター 

後    援： 建設副産物リサイクル広報推進会議 

 

１３：３０ 開会 

 

１３：３５～１４：３０ 〔第１部〕建設廃棄物の適正処理について 

建設業と環境問題、廃棄物の種類、排出事業者について 

１４：３０～１４：４０ 休憩 

１４：４０～１５：３５ 〔第１部〕建設廃棄物の適正処理について 

 委託処理、マニフェストによる管理について 

１５：３５～１５：４５ 休憩 

１５：４５～１６：３０ 〔第２部〕改正土壌汚染対策法について（平成２２年４月１日施行済） 

 建設工事における留意事項について 

１６：３０ 閉 会 

 

講 師／ 株式会社イオリナ 代表取締役 村 上 泰 司 

清水建設株式会社 安全環境本部環境部 名 知 洋 子 

株式会社ＮＩＰＰＯ 環境安全本部環境安全・品質保証部環境担当マネージャー 阿 部 重 夫 

〈資料〉・第１部・・・ 建設廃棄物の適正処理について 

・第２部・・・ 改正土壌汚染対策法について 

・参考資料・・・ 建設系廃棄物マニフェストのしくみ 

・参考資料・・・ 下請負人による自ら運搬時携行書面（様式）、建設廃棄物処理再委託承諾願・質問用

紙 

・参考資料・・・ 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内 

・参考資料・・・ 「建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い」 

・質問票及びアンケート 

 
 

 

 



 

 

（社）福井県建設業連合会 業務課行き  

（ＦＡＸ：0776-27-3003） 

 

受付開始日：11 月 7 日（水）8 時 30 分より受付開始 
・先着の公平性のため、受付開始日の厳守をお願いします。 

・定員に達し次第締め切ります。 

・定員を満たした後に申し込みをされた企業様には、当方より 

ご連絡します。 

 

【 参加申込書 】 

―建設廃棄物の適正処理に係る講習会― 

標記講習会の受講を次の通り申し込みます。 
                        

【受講者氏名】    

CPDS 

氏 名 受講証明書 

（要・不要） 

１  

２  

※ 「CPDS 受講証明書」が必要な方には講習会終了後、発行いたしますので、 

（要・不要）を上記に必ずご記入下さい。 

 

【申込み責任者】 

    会社名 

部課名 ＴＥＬ 

氏 名 ＦＡＸ  

 


